
参 考

私立学校施設の災害復旧補助事業に関する事務の流れについて

災 害 発 生

【学校法人】 都道府県（大学法人は文部科学省）に被害報告（随時）

（平成２３年３月１３日） 復

「激甚災害」として指定する旨の政令公布 旧

工

【今後の手続き】 事

【文部科学省】 都道府県を通じ復旧事業計画書の提出を依頼 （６月３日） の

事

【都道府県】 各校からとりまとめた復旧事業計画書を提出 （順次受付＊） 前

＊当面提出期限を定めず随時受付を行い、とりまとめが完了したもの 着

から順次、現地調査又は机上調査を経て採択事業を内定する予定です。 手

【文部科学省】 復旧事業計画の審査・現地調査の日程調整等 （６月中旬以降） 可

※２

【文部科学省】 現地調査・補助金額の査定 ※１ （６月下旬以降、順次実施）

【文部科学省】 調査報告書（現地調査終了後，随時）

【文部科学省】 補助に必要な予算額の確定、補助金の交付

（１回目：９月中旬予定（６～８月現地調査実施分）。以降随時。）

※１復旧事業計画書をもとに、被災した学校に対し文部科学省担当者が地方財務局担当者の

立会のもとで現地調査を行い、補助金額の査定を行う。

※２被災直後の被害状況が確認できる写真や関係資料等の保存が必要。




